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病児病後児保育室「めぐみ」
2020年 ４月　第36号

病児保育をご利用の際は、下記をご覧ください。　持ち物等は「めぐみだより35号」に掲載しています。
また、利用の手引きは吉川市HPからもご覧になれます。

☆ 利用手続きの流れ

□事前に利用者登録が必要となりますので、利用前に「病児・病後児保育
　利用者登録申請書」　を保育幼稚園課または病児・病後児保育室「めぐみ」
　まで提出してください。
  ※申請書は、市ホームページからダウンロードすることができます。

□「めぐみ」に電話予約（TEL ０４８－９８２－３３８１）をします。
　※予約状況は、埼葛クリニックのホームページで公開しています。

□埼葛クリニックまたは、かかりつけの医療機関を受診してください。
□受診の際には、必ず病児・病後児保育室を利用希望であることを申し出て
　ください。
□医師に「診療情報提供書」を発行してもらい、利用時に持参してください。
（埼葛クリニックを受診した場合は、必要ありません。）

□診療情報提供書をもとに医師が病児保育室の入室を判断します。
　※かかりつけの医療機関で診療情報提供書が発行された場合でも感染症
　予防のために病児保育が利用できない場合があります。

□予約当日に「めぐみ」にて入室の手続きを行います。
　※診療情報提供の記載内容と児童の容体が違う場合は利用できないことが
　あります。
　※入室時に持ち物を確認しますので、不足がないようにご準備ください。
□入室手続き後、保育室を利用します（利用時間：8時から18時まで）。
　※入室後に保育が困難になった場合は、保護者の緊急連絡先に電話連絡し
　　お迎えをお願いすることがあります。

□納付書に記載のある金融機関等で保育料を納入してください。

その他注意事項
※　「診療情報提供書」は、「めぐみ」の電話予約をおこなってから、医療機関に発行を依頼してください。
※　「予約取消（キャンセル）」の場合は、必ず朝７時５０分までに電話でご連絡ください。
※　「入室が遅れる場合」は、速やかに電話でご連絡ください。なお、電話連絡がなく予約時間に入室さ
　れない場合は、予約を取り消す場合があります。
※　「当日予約」は、利用予約に空きがある場合に受け付けます。なお、木曜日・土曜日は当日予約が
　できません。
※　「診療情報提供書」の提出があったとしても、当日の病状によっては利用をお断りする場合があります
　ので予めご了承ください。
※　緊急の場合は、保護者の了解のもと、病児・病後児保育室「めぐみ」を受診する場合があります（医
　療費等は保護者負担になります）。
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